
開催セミナーのご案内 
※2020年新春講演会※  2020年 2月 5日(水)  会場：ホテルニューオータニ長岡 
第一部は、「危機感を持て」をテーマに講演します。 
講師：中小企業診断士・税理士 髙野裕 
第二部は、「実務問答ライブ」、身近なテーマを取り上げ複数の専門家が事例を検討解説します。 
進行：税理士 藤井英雄  解説：弁護士、税理士、社会保険労務士など複数の専門家 
第三部は、「中小企業とアライアンス」      
一般社団法人スペシャリストアライアンス新潟より経営者への応援メッセージ 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 目黒・古川 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 
＜税務＞ 

ダイレクト納付で 

事務負担を軽減！ 

ワンポイント 通信 
第４１６号 ２０２０年２月１日発行 

E-mail pro@3d-m.jp  Web https://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

電子申告 口座引落依頼 

窓口での納付不要 

〇▲株式会社 

https://www.3d-m.jp/contact/others/
mailto:pro@3d-m.jp
https://www.3d-m.jp/
ダイレクト納付とは、電子申告により申告書等を提出した後、予め指定した預貯金の口座から、口座引落により納税を行う手続きです。
ダイレクト納付とは、電子申告により申告書等を提出した後、予め指定した預貯金の口座から、口座引落により納税を行う手続きです。従来の振替納税制度は個人の所得税・消費税のみが対象となっていましたが、ダイレクト納付制度では源泉所得税や法人税・法人住民税など幅広い税目が制度の対象となっています。パソコン以外でもスマホ・タブレットなどインターネットを利用できる端末があれば利用可能です。インターネットバンキングの契約や、電子証明書の添付が不要のため、電子申告を行っている方であれば誰でも利用できます。

電子申告の情報に基づいて口座引落依頼がされるため、金額を指定する必要がなく、納付書を持って金融機関や税務署等の窓口に出向く必要がないため、事務負担を軽減することができます。

税務署への納付のほか、2019年10月から地方税の納税についてもダイレクト納付が利用できるようになりました。




